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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第134期

第１四半期連結
累計期間

第135期
第１四半期連結

累計期間
第134期

会計期間

自　平成26年
　　４月１日
至　平成26年
　　６月30日

自　平成27年
　　４月１日
至　平成27年
　　６月30日

自　平成26年
　　４月１日
至　平成27年
　　３月31日

売上高 （百万円） 7,347 8,044 46,501

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △1,025 △619 793

親会社株主に帰属する四半期純損失

（△）又は親会社株主に帰属する当

期純利益

（百万円） △746 △346 405

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △597 89 2,325

純資産額 （百万円） 34,533 36,385 36,532

総資産額 （百万円） 64,958 68,531 71,987

１株当たり四半期純損失金額（△）

又は１株当たり当期純利益金額
（円） △26.57 △12.61 14.61

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － 14.55

自己資本比率 （％） 52.2 52.3 50.0

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 第135期第１四半期連結累計期間及び第134期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりませ

ん。

４　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期純損失（△）」を「親会社株主に帰属する四半期純損失（△）」、「当期純利益」

を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動は、次のとおりです。

当第１四半期連結累計期間において、LOIKUM WINDPARK GMBH.（新エネルギー事業）の全株式を売却しました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間の売上高は8,044百万円（前年同期比696百万円増加）を計上いたしました。利益面に

ついては、当第１四半期連結累計期間の営業損失は814百万円（前年同四半期は営業損失924百万円）となり、売上

高営業利益率は△10.1％となりました。

 

　経常損失は、営業外収益として投資有価証券償還益が300百万円発生した結果、619百万円（前年同四半期は経常

損失1,025百万円）となり、売上高経常利益率は△7.7％となりました。

 

親会社株主に帰属する四半期純損失は346百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失746百万

円）となり、売上高四半期純利益率は△4.3％となりました。なお、１株当たり四半期純損失金額は12.61円となり

ました。なお、当第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年

９月13日）等を適用し、「四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。

 

(2）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ3,455百万円減少し、

68,531百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比1,344百万円増加）などはあ

りましたが、受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末比5,099百万円減少）などによるものであります。

 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ3,308百万円減少し、32,145百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金の減少（前連結会計年度末比2,141百万円減少）などによるものであります。

 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ147百万円減少し、36,385百万円となりました。これは主に、

為替換算調整勘定の減少（前連結会計年度末比247百万円減少）などによるものであります。
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

 

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

①　基本方針の内容

　当社は、株式を上場している者として、市場における当社株式等の自由な取引を尊重し、特定の者による当社

株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するもので

ある限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大規模買付提案に応じるかど

うかは株主の皆様の決定に委ねられるべきと考えています。

　ただし、株式等の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることがで

きない可能性があるなど、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グ

ループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要

な情報が十分に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のため

に、必要かつ十分な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えていま

す。

 

②　基本方針の実現のための取組みについて

　当社は、明らかに当社グループの企業価値あるいは株主の皆様の利益を害すると判断される買収行為に対して

は、第127回定時株主総会におきまして、以下の取組み（事前警告型買収防衛策）（以下「本プラン」といいま

す。）を行うことを決議し、第133回定時株主総会において継続することを決議しております。

 (a)本プランは、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株式等の買付け、またはこれに類似する行為（ただし、

当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付行為」といいます。）がなされる場

合を適用対象とします。大規模買付行為を行い、または行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）

は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。

(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け

(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式

等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

 (b)買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模

買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」と

いいます。）を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

 (c)上記(b)の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、当社に対して、大規模

買付等に対する株主及び投資家の皆様のご判断、並びに当社取締役会の評価・検討のために必要かつ十分な情

報（以下「本必要情報」といいます。）を日本語で提供していただきます。

 なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実については適切に開示し、提案

の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情

報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。

 また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨を買

付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

 (d)当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付行為の評価の難易度

等に応じて、一定の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間

（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定し、速やかに開示いたします。

 当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者

等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点

から、買付者等による大規模買付行為の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等

を通じて、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとと

もに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規

模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案

を提示することもあります。
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 (e)当社取締役会は、上記(d)の検討等の後、以下の手続きに従い、対抗措置の発動の是非について決議を行う

ものとします。

(i)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合、若しくは、買付者等による大規模買付行為が

当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合

 当社取締役会は、買付者等が上記(b)から(d)までに規定する手続きを遵守しなかった場合、若しくは、買

付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものと認められ、かつ対

抗措置の発動が相当と認められる場合には、例外的措置として、対抗措置の発動の決議を行うものとしま

す。

(ⅱ)買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれがある場合

 当社取締役会は、上記(i)に該当しない場合であっても、買付者等による大規模買付行為が当社の企業価

値及び株主共同の利益を損なうおそれがあるものと認められる場合であって、対抗措置の発動決議を行うこ

とが相当と認められる場合には、対抗措置の内容及びその発動の賛否に関し、株主の皆様の意思を確認する

ために下記(f)に定める手続きを行うものとします。

(ⅲ)買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうものではないと認められる

場合

 当社取締役会は上記(ⅰ)及び(ⅱ)に定める場合を除き、対抗措置の不発動の決議を行うものとします。

 当社取締役会は、上記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動

であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示

を行います。

 (f)当社取締役会は、上記(e)(ⅱ)に該当する場合、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における

株主投票、または書面投票のいずれかを選択し実施するものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会ま

たは臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。

 当社取締役会は、投票基準日確定までに、株主意思確認総会または書面投票のいずれによって株主意思の確

認を行うのかを決定するものとし、決定内容を速やかに情報開示いたします。また、当社取締役会は、株主意

思確認総会または書面投票を実施した場合には、投票結果その他当社取締役会が適切と判断する事項につい

て、速やかに情報開示を行います。

 (g)当社取締役会が上記(e)の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後、または発動後においても、(ⅰ)買付

者等が大規模買付行為を中止した場合、または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係

等に変動が生じ、かつ当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当

でないと認められる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止または発動の停止を行うものと

します。

 当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事

項について、情報開示を行います。

 (h)大規模買付等の開始時期

 買付者等は、上記(a)から(f)までに規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発

動、または不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとします。

 (i)本プランにおける対抗措置の具体的内容

 当社取締役会が上記(e)に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として新株予約権（以下

「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の

定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には、当該その他の対抗措置を用

いることもあります。

 当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、上記(g)に記載の通り、対抗措置

の中止または発動の停止を決定することがあります。
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 (j)本プランの有効期間、廃止及び変更

 本プランの有効期間は、平成26年６月27日の定時株主総会決議の日から、平成29年６月開催予定の定時株主

総会終結の時までの３年間とします。

 ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がな

された場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の

株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プラ

ンはその時点で廃止されるものとします。

 なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更または

これらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、本プラン

を修正し、または変更する場合があります。

 当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実及び（変更の場合には）変

更の内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

 

③　上記の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

 (a)当社取締役会は上記②の取組みは上記①の基本方針に沿ったものであり、買付者等が本プランに定められた

手続きに従うことなく大規模買付行為がなされた場合を除き、買付者等による大規模買付行為に対する対抗措

置の発動について株主の意思を直接確認するものであることから株主共同の利益を損なうものではないと判断

します。

 (b)当社取締役会は上記②の取組みは合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定

されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保していることから、当社役員の

地位の維持を目的とするものではないと判断します。

 

(4）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の金額は、122百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年８月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 29,889,079 29,889,079
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は100株

であります。

計 29,889,079 29,889,079 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成27年４月１日～

平成27年６月30日
― 29,889,079 ― 1,592 ― 4,610

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成27年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成27年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

  普通株式　 2,401,800
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　27,457,100 274,571 ―

単元未満株式 普通株式　　　30,179 ―
１単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 29,889,079 ― ―

総株主の議決権 ― 274,571 ―

　（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式５株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27年３月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数

（株）

他人名義所有
株式数

（株）

所有株式数の
合計

（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社酉島製作所
大阪府高槻市

宮田町一丁目１番８号
2,401,800 － 2,401,800 8.0

計 ― 2,401,800 － 2,401,800 8.0

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,439 5,784

受取手形及び売掛金 26,616 21,516

商品及び製品 248 277

仕掛品 6,655 7,008

原材料及び貯蔵品 1,934 1,996

前渡金 812 417

繰延税金資産 905 985

その他 1,376 1,441

貸倒引当金 △84 △141

流動資産合計 42,904 39,285

固定資産   

有形固定資産 10,611 10,230

無形固定資産 2,295 2,258

投資その他の資産   

投資有価証券 14,323 14,945

その他 2,075 2,047

貸倒引当金 △223 △237

投資その他の資産合計 16,175 16,755

固定資産合計 29,082 29,245

資産合計 71,987 68,531
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,110 7,968

短期借入金 8,356 6,528

未払法人税等 111 105

前受金 1,812 2,392

賞与引当金 683 407

製品保証引当金 636 592

工事損失引当金 436 381

その他 2,994 3,227

流動負債合計 25,140 21,603

固定負債   

長期借入金 8,782 8,765

役員退職慰労引当金 12 13

退職給付に係る負債 249 249

その他 1,270 1,514

固定負債合計 10,314 10,542

負債合計 35,454 32,145

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,592 1,592

資本剰余金 7,828 7,800

利益剰余金 24,650 24,056

自己株式 △1,499 △1,479

株主資本合計 32,573 31,970

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,614 2,278

繰延ヘッジ損益 △456 △347

為替換算調整勘定 1,503 1,255

退職給付に係る調整累計額 725 711

その他の包括利益累計額合計 3,386 3,898

新株予約権 109 84

非支配株主持分 463 431

純資産合計 36,532 36,385

負債純資産合計 71,987 68,531
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 7,347 8,044

売上原価 6,146 6,829

売上総利益 1,201 1,214

販売費及び一般管理費 2,126 2,029

営業損失（△） △924 △814

営業外収益   

受取配当金 123 104

受取賃貸料 31 34

投資有価証券償還益 － 300

その他 92 38

営業外収益合計 247 477

営業外費用   

支払利息 31 35

為替差損 195 90

持分法による投資損失 66 134

その他 54 20

営業外費用合計 347 281

経常損失（△） △1,025 △619

特別利益   

関係会社株式売却益 － 201

特別利益合計 － 201

特別損失   

投資有価証券売却損 － 86

投資有価証券評価損 53 －

特別損失合計 53 86

税金等調整前四半期純損失（△） △1,078 △504

法人税等 △369 △93

四半期純損失（△） △708 △410

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
37 △63

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △746 △346
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

四半期純損失（△） △708 △410

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 55 664

繰延ヘッジ損益 165 109

為替換算調整勘定 △59 △252

退職給付に係る調整額 △0 △13

持分法適用会社に対する持分相当額 △48 △8

その他の包括利益合計 111 499

四半期包括利益 △597 89

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △654 165

非支配株主に係る四半期包括利益 56 △76
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記）

（連結の範囲の重要な変更）

　当第１四半期連結会計期間において、LOIKUM WINDPARK GMBH.（連結子会社）の全株式を売却したため、連結

の範囲から除外しております。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合につい

ては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四

半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持

分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結

累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失は39百万円減少しております。また、当第

１四半期連結会計期間末の資本剰余金が38百万円減少しております。
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（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、見積実効税率を使用できない場合は、法定実効税率を使用しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　財務制限条項

　前連結会計年度（平成27年３月31日）

　当連結会計年度末の借入金のうち4,000百万円には、シンジケーション方式による金銭消費貸借契約を

締結しており、財務制限条項が付されております。

　下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う

可能性があります。

　（1）各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の金額を当該決算期の直前の決算

期の末日またはローン締結日の属する決算期の直前の決算期における連結貸借対照表における純

資産の部のいずれか大きい方の75％の金額を維持すること。

　（2）各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。

 

　当連結会計年度末の借入金のうち432百万円には借入先との相対による金銭消費貸借契約を締結してお

り、財務制限条項が付されております。

　下記の条項に抵触した場合は、借入金の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う

可能性があります。

　（1）各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％の金

額を維持すること。

　（2）各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。

 

　当第１四半期連結会計期間（平成27年６月30日）

　当第１四半期連結会計期間末の借入金のうち4,000百万円には、シンジケーション方式による金銭消費

貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。

　下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う

可能性があります。

　（1）各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の金額を当該決算期の直前の決算

期の末日またはローン締結日の属する決算期の直前の決算期における連結貸借対照表における純

資産の部のいずれか大きい方の75％の金額を維持すること。

　（2）各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。

 

　当第１四半期連結会計期間末の借入金のうち432百万円には借入先との相対による金銭消費貸借契約を

締結しており、財務制限条項が付されております。

　下記の条項に抵触した場合は、借入金の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う

可能性があります。

　（1）各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％の金

額を維持すること。

　（2）各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。
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（四半期連結損益計算書関係）

　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）及び当第１四半期連結累計

期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

　当社グループでは、主として納期が年度末に集中する製品の製造及び工事を行っているため、通常、第

１四半期連結会計期間、第２四半期連結会計期間及び第３四半期連結会計期間の売上高及び営業費用は第

４四半期連結会計期間の売上高及び営業費用と比べ少なくなっております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

減価償却費 385百万円 380百万円

のれんの償却額 2 6

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月16日

取締役会
普通株式 252 9 平成26年３月31日 平成26年６月５日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月15日

取締役会
普通株式 247 9 平成27年３月31日 平成27年６月４日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

　当社グループは、全セグメントの売上高の合計、営業損益の合計額に占める「ポンプ事業」の割合がいず

れも90％を超えているため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

　当社グループは、全セグメントの売上高の合計、営業損益の合計額に占める「ポンプ事業」の割合がいず

れも90％を超えているため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △26円57銭 △12円61銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（百万円）
△746 △346

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

損失金額（△）

（百万円）

△746 △346

普通株式の期中平均株式数（株） 28,077,395 27,495,022

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（注）　当第１四半期連結累計期間及び前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成27年５月15日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

(1）配当金の総額………………………………………247百万円

(2）１株当たりの金額…………………………………9円00銭

(3）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成27年６月４日

（注）　平成27年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行ないました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年８月10日

株式会社酉島製作所

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 内藤　真一　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 甲斐　祐二　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社酉島製

作所の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社酉島製作所及び連結子会社の平成27年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

　以　上

　（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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